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 現在、電源の４割超を占め、熱源としての効率性が高いことから、利用が拡大している。海外からパイプライン
を通じた輸入はないが、石油と比べて地政学的リスクも相対的に低く、化石燃料の中で温室効果ガスの排出
も最も少なく、発電においてはミドル電源の中心的な役割を果たしている。

 水素社会の基盤の一つとなっていく可能性もある。

 今後、シェール革命により競争的に価格が決定されるようになっていくことなどを通じて、各分野における天然ガ
スシフトが進行する見通しであることから、長期を展望した環境負荷の低減を見据えつつその役割を拡大してい
く重要なエネルギー源である。

第２章 ２０３０年に向けた基本的な方針と政策対応
第１節 基本的な方針
３．一次エネルギー構造における各エネルギー源の位置付けと政策の基本的な方向
（４）天然ガス

①位置付け

②政策の方向性

 我が国は、現時点では、国際的には高い価格でＬＮＧを調達しており、電源としての過度な依存を避けつつ、
供給源多角化などによりコストの低減を進めることが重要である。

 また、地球温暖化対策の観点からも、コージェネレーションなど地域における電源の分散化や水素源としての利
用など、利用形態の多様化により、産業分野などにおける天然ガスシフトを着実に促進し、新陳代謝によりコン
バインドサイクル火力発電など天然ガスの高度利用を進めるとともに、緊急時における強靱性の向上などの体
制整備を進める必要がある。
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（参考）第5次エネルギー基本計画における天然ガスの位置付け
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都市ガス事業の特徴①

 ガスシステム改革を進めるに当り、具体的な制度検討を行う上で、以下のような都市ガス事業の
特性に根ざした観点に配慮する必要があるとされた。

※以下、ガスシステム改革小委員会 報告書（平成２７年１月）より抜粋・要約（事業者数は当時の値）

（１）事業者数が多く大半は中小事業者である

 都市ガス事業は、導管網の規模の経済性を活かして効率的にガスを供給する特徴があるため、各
地域の需要密度や地理的条件などにより事業規模や事業者数は大きく異なる。

 東京ガス、大阪ガス及び東邦ガスの大手ガス事業者３社の規模が突出している一方、８割の事業
者は従業員 100 名以下、従業員 10 名以下の事業者も 35 あり、小規模な事業者の中には、
大手事業者等と資本関係を有し、企業グループを形成している場合もある。

 調達・供給設備面でみれば、大手・準大手の事業者は自らＬＮＧ基地を保有し、海外から輸入す
る一方、その他の事業者は、大手・準大手の事業者やガス導管事業者から、導管やタンクローリー
等により卸供給を受けており、調達・供給設備の状況から、以下の４つに分類できる。

グループ 調達・供給設備の状況 一般ガス事業者

① 多数のLNG基地、大規模導管網 東京ガス、大阪ガス、東邦ガス

② LNG基地１・２カ所、一定規模の導管網
北海道ガス、仙台市ガス局、静岡ガス、広島ガス、西部ガス、
日本ガス

③ 導管による卸で調達 117事業者（うち、公営が20）

④ タンクローリー・鉄道貨車によ調達 81事業者（うち、公営が5）
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都市ガス事業の特徴①

（２）保安に対する関心が高い

 天然ガスは可燃性のエネルギーであり、現場で燃焼を伴って使用されることも多いことから、需要家が
所有する敷地内の内管や消費機器に関する保安（需要家保安）についてもガス事業者に責任を
課してきた。

 都市ガス事業の安全・安心に対する社会の要求は一層高まっており、ガス事業者による長年の努力
により構築された保安や災害対応の体制が損なわれず、十分に活かされるよう配慮する必要がある

（３）地域や用途によっては他のエネルギーとの競合がある

 主に熱源として利用される都市ガスは、ＬＰガスや石油、さらに近年はオール電化住宅など電気とも
競合しており、一般ガス事業の供給区域（都市ガス事業の導管が敷設される地域）の中であって
も都市ガスの普及率が５割を下回る事業者が 109 に上る。

 都市ガス事業の小売においては、ガス機器やときにはその利用形態まで一体で提案する需要開拓活
動が広く行われている。

 地域独占・規制料金が許容された下でも、他のエネルギーとの競争があるため、自ら値上げを申請せ
ず、経常損益が赤字になる、あるいは債務超過に陥っている一般ガス事業者も存在。
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ガスシステム改革の目的

 ガス事業は、従来、垂直統合の許可制とされ、小売やネットワークの維持・運用等を特定の事業
者が地域独占的に行ってきた公益事業である。

 1990年代以降、小売部門の部分自由化を進めており、価格交渉力のある大口需要へのガス供
給について、基準となる需要量を段階的に引き下げながら、地域独占、料金規制を撤廃してきた。

 2010年代に入り東日本大震災を契機とした電力システム改革が進められる中、ガスについても、
以下の様な目的意識の下、小売市場の全面自由化等のガスシステム改革に取り組んできた。

１．天然ガスの安定供給の確保
 ガス導管網の新規整備や相互接続により、災害時供給の強靱化を含め、天然ガスを安定的

に供給する体制を整える。

２．ガス料金を最大限抑制
 天然ガスの調達や小売サービスの競争を通じ、ガス料金を最大限抑制。

３．利用メニューの多様化と事業機会拡大
 利用者が、都市ガス会社や料金メニューを多様な選択肢から選べるようにし、他業種からの参

入、都市ガス会社の他エリアへの事業拡大等を通じ、イノベーションを誘発。

４．天然ガス利用方法の拡大
 導管網の新規整備、潜在的なニーズを引き出すサービス、燃料電池やコージェネレーションなど

新たな利用方法を提案できる事業者の参入を促進。
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（参考）ガスシステム改革による事業類型の見直し詳細

部門・事業 講じた措置の内容

＜製造部門＞

ガス製造事業
（LNG基地事業）

・一定規模以上のＬＮＧ基地を維持、運用し、ガスを製造する事業を営む者を「ガス製
造事業者」として位置付け。（届出制）

・ガス製造事業者には、①基地の第三者利用条件をガス受託製造約款として定め、経
済産業大臣に届け出るとともに公表すること、②設備容量、将来の運用に関する見通
し等の情報を定期的に公開すること等を義務付け。

＜ネットワーク部門＞

一般ガス導管事業

特定ガス導管事業

・許可を受けた供給区域において、託送供給を行う事業を営む者を「一般ガス導管事
業者」（許可制）、特定の供給地点において託送供給を行う従来のガス導管事業者を
「特定ガス導管事業者」（届出制）として位置付け。

・導管網の整備、既存導管の維持・更新が適切に行われるよう、一般ガス導管事業は
実質的な地域独占を維持。託送供給約款を認可制とする（＝料金規制の継続）。

・ガス小売事業者がガスを供給できない場合等に備え、一般ガス導管事業者に最終保
障供給サービスの提供を義務付け。
・大手３社（東京･大阪･東邦）を対象※に、2022年4月までに、ガス導管事業を法的分離
する見通し。（大手３社を除くガス事業者については、「会計分離」を維持。）
※法的分離の対象事業者の基準は、政令改正により今後設定。

＜小売部門＞

ガス小売事業

・一般の需要に応じ、導管によりガスを供給する事業を営む者を「ガス小売事業者」（登
録制）として位置付け。

・小売料金規制を原則撤廃。ただし、需要家保護の観点から、競争が不十分な地域に
は規制料金メニューの提供を経過措置として義務付け。

・需要家に対する料金その他の供給条件の説明、締結内容の書面交付、苦情等の処
理、需要に応ずる供給能力の確保等を義務付け。





16

１．ガス事業の概要

２．ガスシステム改革の経緯

３．競争の進展状況

４．今後の検討課題



17

ガス小売全面自由化の状況

①小売事業者の登録・スイッチング・新規参入者のシェアの状況

• 自由化後、電力会社、LP会社など2３社が新たに一般家庭への供給を開始（予定を含む）。

• 他社スイッチング（申込ベース）は、2018年8月末時点で、約130万件（約5.1％）※1と、着実
に増加。近畿が最多の約60万件（約9.7%）であり、関東でも最近伸びてきている。 自社スイッ
チング（実績ベース）※2は、2018年5月末時点で、約113万件（7.8%）。

※1 選択約款の契約件数を母数から除いた場合、全国でのスイッチング率は、6.6％。
※2 自社スイッチングは、規制料金から自由料金への移行であり、規制料金が残っている9事業者

（2018年5月末時点）が対象。

• 新規参入者の販売量シェア（全需要種合計）は、2018年5月で、11.4%。

②新たなサービス・料金メニューの出現

• 電気・通信サービスなどとのセット割引といった新たな料金メニュー

• 水回りや鍵トラブル対応などの生活関連支援サービスといった新たなサービスメニュー

③新規参入の新たな動き

• ガス・石油・電力の異業種間での連携（共同で都市ガス製造・供給の新会社を設立）、地域を越
えた新規参入（首都圏での都市ガス供給のための新会社設立）の動きが出てきている。

• また、新規参入者に対し、ガスの卸や保安業務などのガス事業への新規参入に必要なサービスを提
供する事業者の動きも出てきている。



 経済産業省では、2016年8月1日から小売の事前登録申請を受け付け、これまで、61
社が登録済。このうち、今回の自由化を機に、越境販売を含め、新たに一般家庭へ供
給（予定を含む）しているのは、23社。（2018年9月19日時点）

自由化後の小売事業者の登録状況

・河原実業 ※１

・レモンガス ※１

・サイサン ※１

・イワタニ長野
・赤間商会
・ガスパル ※１

・クリーンガス金沢
・有限会社ファミリーガス
・有限会社神崎ガス工業
・エネックス ※１

ＬＰガス事業者（10社）

・朝日ガスエナジー
・岩谷産業
・三菱ケミカル
・テツゲン
・仙台プロパン
・ネクストエネルギー
・上越エネルギーサービス
・東京ガスエンジニアリングソリューションズ
・北陸天然瓦斯興業
・合同資源
・鈴与商事
・鈴興
・富山グリーンフードリサイクル
・甲賀エナジー
・近畿エア・ウォーター
・小倉興産エネルギー
・熊本みらいエル・エヌ・ジー
・新日鐵住金
・プログレッシブエナジー
・りゅうせき

旧大口ガス事業者※２（20社）

・ＪＸＴＧエネルギー ※１

・石油資源開発
・国際石油開発帝石
・三愛石油
・南遠州パイプライン
・エア・ウォーター
・東北天然ガス
・エネロップ
・筑後ガス圧送

旧ガス導管事業者※３（9社）

・東京ガス ※１

・日本瓦斯 ※１

・東彩ガス ※１

・東日本ガス ※１

・新日本ガス ※１

・北日本ガス ※１

旧一般ガス事業者（6社）

・東北電力
・東京電力エナジーパートナー ※１

・中部電力 ※１

・関西電力 ※１

・四国電力
・九州電力 ※１

電気事業者（6社）

※１越境販売を含め新たに一般家庭へ供給（予定を含む）
※２旧大口ガス事業者 年間ガス供給量 10万㎥以上の

大口需要家へのガスの供給を行う者で、一般ガス事業者、
簡易ガス事業者、ガス導管事業者に該当する者を除いた者

※３旧ガス導管事業者 自らが維持し、及び運用する特定導管
により、卸供給及び大口供給の事業を行う者のうち、一般ガス
事業者や簡易ガス事業者に該当する者を除いた者

その他の事業者（10社）
・日本ファシリティー・ソリューション
・豊富町
・ファミリーネット・ジャパン ※１

・HTBエナジー ※１

・イーレックス ※１

・中央電力 ※１

・CDエナジーダイレクト ※１

・関電エネルギーソリューション
・PinT ※１
・エフビットコミュニケーションズ ※１

（注１）旧一般ガス事業者及び旧簡易ガス事業者の
うち、みなしガス小売事業者は除く。

（注２）事業譲渡の場合は除く。
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自社スイッチングの状況（実績件数）

 規制料金が残っている9事業者（2018年5月末時点）において、規制料金から自由料金に変
更した件数は、2018年5月末時点で、家庭用では約105万件（約7.6%）

種別

自社内変更
（規制料金⇒自由料金）

契約変更件数（件） 率(※)

家庭用 １，０５２，８７４ ７．６%

商業用 ６５，５０６ １１．６%

工業用 ３，２１５ １３．０%

その他用 １２，７５０ １１．４%

合計 １，１３４，３４５ ７．８%

指定旧供給区域内における自社内契約変更件数
（2018年5月末時点での累計）

（出所）電力・ガス取引監視等委員会 「ガス取引報（2018年5月）」より作成

※自社内契約変更率とは指定旧供給区域内における自社内契約変更件数（2017年4月から2018年5月までの
累計）を2017年4月時点における各需要種の規制料金の契約件数で除した値



新規参入があった
供給区域数

参入済区域
20

未参入区域
199
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供給区域別の新規参入の状況（家庭用）

 新規参入（越境を含む）が進んだ供給区域は、販売量ベースでみると４分の３。

供給区域別（新規参入の有無）にみた都市ガス販売量
（2018年５月）

※ 参入済区域とは、2018年5月末時点で新規（越境を含む）事業者の参入実績があった供給区域を指す。

0
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4

5

6

5.2億㎥

（74.5%）

1.8億㎥

（25.5%）

（億㎥）

（出所）電力・ガス取引監視等委員会 「ガス取引報（2018年5月）」より作成
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ガス事業への新規参入状況について

 2017年4月の小売全面自由化開始から、一般家庭向けの小売販売として、電力会社3社とLP
事業者3社が新規参入し、ニチガスグループ5社が、越境販売開始。 2017年7月からは、東京
電力EPが、新規参入者として事業を開始。

 2017年8月、東京電力EPとニチガスが、共同出資し、新規参入者向けに、都市ガスの調達や販
売に必要な機能・ノウハウなどの事業運営基盤（プラットフォーム）を提供する「東京エナジーアラ
イアンス株式会社」を設立。

 2017年10月、東電FP、JXTGエネルギー、大阪ガスは、川崎市扇島地区に、都市ガス製造・供
給の新会社を設立。

 2018年1月、大手エネルギー事業者のJXTGエネルギーが、 2018年度中に、家庭向けガス小
売販売を開始する予定であることを発表。2018年1月9日変更登録済。

 2018年4月より、新電力のHTBエナジーとイーレックスが、東京エナジーアラインスが提供するプラッ
トフォームサービスを利用し、東京ガス管内（東京地区等）で、ガス小売事業に新規参入。

 2018年6月、中部電力と大阪ガスの共同出資会社であるCDエナジーダイレクトが、首都圏にお
ける家庭用・ビジネス用の電気、ガス等の販売事業を開始。

（出所）各社プレスリリース・HP等より作成
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（参考）新規参入の事例①：東京エナジーアライアンス設立

 東京電力ＥＰとニチガスが共同出資し、都市ガスの調達や販売に必要な機能・ノウハウなどの事
業運営基盤（プラットフォーム）を提供する「東京エナジーアライアンス株式会社（以下TEA）」
を設立（2017年8月21日）。

 これまでに70社程度からTEAに相談があり、新電力、LPG・石油関連が大半を占めている。

 TEAによると、これまでに数社がTEAを活用して、ガス小売事業に参入済。

（出所）事業者へのヒアリングより作成
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（参考）新規参入等の事例②：卸供給元の切替え

 小売全面自由化を契機に、需要家単位のスイッチだけでなく、ガス小売事業者に対する
卸供給元をスイッチする事例も発生している。

（出所）東京電力エナジーパートナー株式会社 日本瓦斯株式会社 プレスリリース（2016年12月26日）



30

（参考）新規参入の事例③：中部電力・大阪ガス首都圏進出

 中部電力と大阪ガスは、首都圏において、電力・ガスおよび暮らしやビジネスに関わるサービスの販
売事業を行う新会社『株式会社ＣＤエナジーダイレクト』を設立する合弁契約を締結。2018年6
月より需要家への電力・ガス等の販売事業を開始。

会社名 株式会社CDエナジーダイレクト

本社所在地 東京都中央区

設立日 2018年4月2日

資本金
資本金：17.5億円

［中部電力：50%、大阪ガス：50%］

代表者 小津 慎治

事業内容
首都圏における電力・ガスおよび暮らしや

ビジネスに関わるサービスの販売事業

【会社概要】

（出所）中部電力・大阪ガスプレスリリースより作成
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 大都市圏及び周辺エリアへはガス小売事業者の新規参入が一定程度見られるが、新規参入が生
じていないエリアも存在。

東京ガス区域
周辺

３Gｴﾘｱ
東邦ガス区域

周辺

３Gｴﾘｱ

大阪ガス

区域

周辺

３Gｴﾘｱ

西部ガス

区域

周辺

３Gｴﾘｱ

他2Gｴﾘｱ

(北海道･仙台･

静岡･広島等)

他3G/4Gｴﾘｱ

小売新規

参入者

(家庭向け)

東京電力エナジーパー

トナー､JXTGエネル

ギー､日本瓦斯､東彩ガ

ス､東日本ガス､新日本

ガス､北日本ガス､河原

実業､レモンガス､ガス

パル､ファミリーネッ

ト･ジャパン､HTBエナ

ジー､イーレックス､中

央電力､CDエナジーダ

イレクト､エネックス､

PinT、エフビットコ

ミュニケーションズ

 

 

日本瓦斯､

東彩ガス､

東日本ガ

ス､新日本

ガス､北日

本ガス､河

原実業､東

京ガス､サ

イサン

中部電力、東京電

力エナジーパート

ナー

－ 関西電力､

ガスパル

－ 九州電力 － － －

ｽｲｯﾁﾝｸ 申込 － －

割合 － －

主要基地

(1G,2Gｴﾘｱ)

〇北海道ガス

[石狩]

〇静岡ガス

[袖師]

〇東京ガス､ニジオ

[扇島､袖ケ浦､根岸､日立]

〇東京電力フュエル＆パワー

[袖ケ浦､富津､東扇島､南横浜]

〇国際石油開発帝石[直江津]

〇東邦ガス､中部電力､知多ｴﾙｴ

ﾇｼ ｰ[知多LNG共同、知多、知

多緑浜]

〇東邦ガス､中部電力[四日市､

四日市LNGｾﾝﾀｰ]

〇中部電力[川越火力発電所]

4.5%

６５,１０１件

9.7%

６０１,２０７件

3.5%

４５６,３７７件

〇大阪ガス[泉北第

一､泉北第二､姫路製

造所]

〇関西電力､堺LNG

[堺LNGｾﾝﾀｰ､姫路]

〇九州電力､新日鐵

住金､北九州ｴﾙｴﾇｼ ｰ

[戸畑]

〇西部ガス､ひびきｴ

ﾙｴﾇｼ ｰ[ひびき]

7.5%

１８１,３５７件

※１小売登録事業者（平成30年9月19日時点）
※２スイッチングは2017年3月～2018年8月末までの累計。割合は2017年3月の一般家庭等の契約件数（選択約款含む約2,538万件）を用いて試算。
※主要基地はガス受託製造の対象となる、1G及び2GエリアのLNG基地（平成30年8月末時点）

ガス小売事業への参入状況（まとめ）
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１．ガス事業の概要

２．ガスシステム改革の経緯

３．競争の進展状況

４．今後の検討課題



更なる競争活性化等に向けた検討の方向性

34

今後の検討課題例（案）

次回以降、消費者利益や供給安定性の確保、天然ガス利用拡大の観点も踏まえつつ、制度的な
検討課題について、議論を深めていくこととしてはどうか。

 2017年4月1日に自由化された小口部門では、新規参入が拡大し、新たなサービスや料金メ
ニューが出現するなど、ガス小売全面自由化は一定の成果が出ている。

 他方、大都市圏以外の地域では新規参入が進んでいないなどの状況を踏まえ、今後、更なる競
争的な市場環境の整備などを進めていくことが必要。

背景にあるガス事業の特性

・ガス(LNG)の調達には一定の規模が必要。基地建設につい
ても同様。

・ガス供給市場（≒卸市場）は自ずと寡占化し易い構造。

・ガス事業特有の保安業務への対応。（安全上不可欠）
・小規模な新規参入者のガスの自前調達は非現実的。
・エリアによって異なる需要密度。（需要密度の低い地域は
相対的に新規参入のインセンティブが低い）

＜調達・製造の観点＞ ＜小売の観点(NW部門に起因するものを含む)＞

現状の施策

・基地の第三者利用制度を創設。新規参入者が既存事業
者の基地を利用可能な環境。

・振替供給等により、新規参入者の参入促進を図っている。
・ガイドラインに適正な卸取引に関する事項を記載。

・ガス事業法の改正に伴い、ガス栓までの保安業務を導管事
業者が担うよう整理済み。（小売事業者は消費機器の保
安のみを担うが、既存事業者に委託も可。）

・ワンタッチ卸(需要場所でガスを受け渡す卸の形式)やパン
ケーキ解消、同時同量制度の見直し等により、新規参入者
の負担軽減も可。

・熱量バンド制のメリット・デメリット
・LNG基地の第三者利用の追加的な促進策 等

・ガス卸供給の追加的な促進策
・一括受ガス容認の妥当性 等
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（参考）第5次エネルギー基本計画におけるガスシステム改革の位置付け

 ガスシステム改革については、電力システム改革と相まって、ガスが低廉・安全かつ安定的に供給され、消費者
に新たなサービスなど多様な選択肢が示されるガスシステムの構築に向け、小売の全面自由化、ＬＮＧ基地
の在り方も含めた天然ガスの導管による供給インフラのアクセス向上と整備促進や簡易ガス事業制度の在り方
などの改革を実施するため、ガス事業法を改正し、２０１７年４月１日からガスの小売全面自由化などを実
施した。(略)今後は、より競争的な市場環境を整備していくとともに、２０２２年４月１日に予定される大
手ガス事業者の導管部門の法的分離を着実に実施する。

 小売全面自由化後、ガス、石油、電力の異業種間での連携、地域を超えた新規参入の動きが出てきており、
さらには、新規参入者に対し、ガスの卸や保安業務などのガス事業への新規参入に必要なサービスを提供する
事業者の動きなども出てきていることから、ガスシステム改革は着実にその実現に向けて進展している。

（中略）

 ガス小売全面自由化の進捗状況も踏まえ、ガスがより低廉に供給されるよう、ＬＮＧ基地の第三者利用の
推進などガス取引の活性化に向けた施策や原料調達の低廉化のための取組についても検討していく。

第２章 ２０３０年に向けた基本的な方針と政策対応
第２節 ２０３０年に向けた政策対応
７．エネルギーシステム改革の推進
（２）ガスシステム改革の推進






